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  ク）電池                             

   ①アルカリ電池、マンガン電池、９ボルト四角形乾電池           

    ※持ち込む場合、10 ㎏あたり 350 円の処理料金がかかります。 

    ※充電式電池、コイン電池、ボタン電池は一緒に処分できません。 

   ②充電式電池（リサイクルマークが付いているもの）                 

    ※酒々井リサイクル文化センターへの持ち込みはできません。 

    ※リサイクルマークがついている製品は、佐倉市又は酒々井町の拠点回収を

ご利用ください。 

・ニカド電池 

・ニッケル水素電池 

・リチウムイオン電池 

   ③充電式電池（リサイクルマークが付いていないもの）               

    ※「②充電式電池（リサイクルマークが付いているもの）」以外の充電式電池

は埋め立て処分となります。 

    ※テープなどで絶縁処理を行い「うめたてごみ」として持ち込んでください。 

    ※持ち込む場合は 10kg あたり 350 円の処理手数料がかかります。 

   ④ボタン電池                                  

    ※酒々井リサイクル文化センターへの持ち込みはできません。 

    ※「ＳＲ」、「ＰＲ」、「ＬＲ」と書かれているものはボタン電池です。 

    ※テープなどで絶縁をして、販売店、取扱店などでの店頭回収へお持ちくだ

さい。 

    ※「ＣＲ」と書かれているものはコイン電池です。コイン電池は以下をご覧

ください。 

   ⑤コイン電池                                 

    ※持ち込む場合、10 ㎏あたり 350 円の処理料金がかかります。 

    ※「ＣＲ」と書かれているものはコイン電池です。 

    ※テープなどで絶縁処理をして「うめたてごみ」として持ち込んでください。 

    ※「ＳＲ」、「ＰＲ」、「ＬＲ」と書かれているものはボタン電池です。上記を

ご覧ください。 




